
自転車の通行等に関するルール

「自転車道が設けられている道路」

自転車安全利用五則

自転車道の通行部分（道路交通法第63条の3）
車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他
の車両を牽引していないもの（以下この節において「普通自転車」という。）は、自転車道が設
けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他
の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

別紙２

④交通安全ルールを守る

⑤子供はヘルメットを着用

◆飲酒運転・並走・二人乗り・
傘差し運転・大音量での音楽
等聞きながらの運転・自転車
運転中の携帯電話操作は禁
止。

◆夜間はライトを点灯。
◆交差点での信号遵守と一時
停止・安全確認。

①自転車は車道通行が
原則

②車道は左側を通行。
右側通行は禁止。

③歩道は歩行者優先で、
車道よりを徐行。

（並走）

（信号遵守）

（二人乗り）

（一時停止・安全確認）

（飲酒運転）

（夜間はライト点灯）

★便利な自転車ですが、ルールを守らないと
大きな事故につながります。

★自転車にも罰則が適用されることもあります。




